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１．持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
 一部を改正する法律（平成27年法律第31号）

　持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担
の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講じる。

１．国民健康保険の安定化

⑴　国保への財政支援の拡充
⑵　平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割を担う

２．後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

　被用者保険者の後期高齢者支援金について、段階的に全面総報酬割を実施（改正前：1／3　平成27年度：
1／2　28年度：2／3　29年度：全面総報酬割）。

３．負担の公平化等

⑴…　入院時の食事代について、在宅療養との公平等の観点から、調理費が含まれるよう段階的に引き上げる
（平成28年度：360円、平成30年度：460円）
⑵…　健康保険料の算定基礎となる標準報酬月額の上限額（121万円）を139万円に、標準賞与額の上限額
（540万円）を573万円にそれぞれ引き上げる

４．その他

⑴　被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助について、所得水準に応じた補助率に見直す
⑵　医療費適正化計画の見直し、予防・健康づくりの促進
　・都道府県が地域医療構想と整合的な目標を計画の中に設定する
　・保険者が行う保険事業に、予防・健康づくりに関する保険者の自助努力への支援を追加する
⑶　患者からの申し出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして、患者申出療養を創設する

５．施行期日

　平成30年４月１日（ただし、２は平成27年４月１日、３、４は平成28年４月１日）

２．外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
 （平成28年法律第89号）

　外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保、技能実習生の保護を図るため、技能実習を実
施する者、実施を監理する者、技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う
外国人技能実習機構を設ける。

改正法律等のあらまし
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事　　項 規 定 の あ ら ま し 関係条項（様式番号）

労働条件の決定 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべき
ものである。 法第２条

均 等 待 遇 国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件に差をつけてはならない。 法第３条

男女同一賃金の
原 則

労働者が女性であることを理由に、男性の賃金と差をつけて
はならない。 法第４条

労働者、使用者の
定 義

労働者とは、事業または事務所に使用される者で、賃金を支
払われる者をいう。
使用者とは、事業主または事業の経営担当者、その他事業の
労働者に関する事項について、事業主のための行為をするす
べてのものをいう。

法第９条

平 均 賃 金

平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前３カ月間にその
労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した
金額である。
○�平均賃金の算定は次のとおりである（賃金総額には、臨時
に支払われた賃金及び３カ月を超える期間ごとに支払われ
た賃金は含まない。）。

① 賃金の総額（過去３カ月間）総　日　数（過去３カ月間）

② 日給、時給、出来高払等請負給の総額（過去３カ月間）× 60
労　働　日　数（過去３カ月間） 100

＋ 賃金の一部が週、月決めの場合はその総額（過去３カ月間）総日数（過去３カ月間）

①及び②のうち、高いほうを平均賃金とする。
この平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、有給休暇手当、減
給制裁及び労災保険の給付請求の計算の場合に使われる。

法第12条
則第２条〜第４条

労働契約の期間 期間の定めのないもののほか、原則として３年（特別の場合
は５年）を超える労働契約は締結することができない。 法第14条

労働条件の明示

労働契約の締結に当たっては、労働者に対して賃金、労働時
間、その他の労働条件を明示しなければならない。
⑴　明示すべき事項
　�　①労働契約の期間に関する事項　②期間の定めのある労
働契約を更新する場合の基準に関する事項　③就業の場所
及び従事すべき業務に関する事項　④始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
並びに交替制の就業時転換に関する事項　⑤賃金に関する
事項　⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む。）　⑦退職
手当、その他の手当、賞与、最低賃金に関する事項　⑧労
働者の負担する食費、作業用品に関する事項　⑨安全衛生

法第15条
則第５条

第１章　労働基準法
（法…労働基準法　則…同法施行規則　年少則…年少者労働基準規則　女性則…女性労働基準規則）

第１章　労働基準法
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事　　項 規 定 の あ ら ま し 関係条項（様式番号）

労働条件の明示

　�に関する事項　⑩職業訓練に関する事項　⑪災害補償及び
業務外の傷病扶助に関する事項　⑫表彰及び制裁に関する
事項　⑬休職に関する事項
⑵　書面の交付
　�　⑴のうち①から⑥までの事項については、書面の交付によ
り明示しなければならない。労働条件通知書（別表１参照）。

強 制 貯 金
労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、貯蓄金を管理する契
約をしてはならない。労働者の委託を受けて管理する場合、過
半数労働組合か労働者の過半数を代表する者との書面による
協定をし、労働基準監督署長に届け出なければならない。

法第18条
則第５条の２、第６条
預金利率省令
（様式第１号）

解 雇 制 限

業務上の負傷または疾病による療養のための休業期間とその
後30日間並びに女性の産前産後の休業期間とその後30日間は、
解雇してはならない。ただし、天災事変その他やむを得ない
事由のため事業の継続が不可能となった場合等は労働基準監
督署長の認定を受けて、解雇できる場合がある。
・他の法令による解雇制限は別表３参照
・労働基準監督署長の認定を受けられる事由は別表４参照

法第19条
則第７条
（様式第２号）

解 雇 の 予 告

労働者を解雇しようとする場合は30日前に予告するか、また
は平均賃金の30日分以上を支払わなければならない。ただし、
労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合で労働基準監
督署長の認定を受ければ、30日前の予告または平均賃金の30
日分以上を支払わずに即時に解雇することができる。なお、次
の場合には解雇の予告または平均賃金の30日分以上の支給を
必要としない。
①　日雇労働者で勤務が引き続き１カ月を超えない場合
②�　２カ月以内の契約期間を定めて雇い入れた場合で当該期
間を超えて引き続き使用されていない場合
③�　季節的業務に４カ月以内の期間を定めて雇い入れた場合
で当該期間を超えて引き続き使用されていない場合
④　試用期間中の労働者で雇入れ後14日を超えない場合

法第20条
（様式第３号）
法第21条

退職時等の証明

労働者が退職時に、①使用期間　②業務の種類　③その事業
における地位　④賃金　⑤退職の事由（解雇の場合はその理
由を含む。）について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれ
を交付しなければならない。
労働者が解雇の予告がされた日から解雇日までに、解雇の理
由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付し
なければならない。

法第22条

金 品 の 返 還 退職者等から請求があった場合は、７日以内に未払い賃金、そ
の他退職者の権利に属する金品を返還しなければならない。

法第23条

賃 金 の 支 払 い

賃金は、原則として通貨で、全額を、直接本人に、毎月１回
以上、一定の支払日を決めて支払わなくてはならない。賃金
から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外のも
のを控除する場合には、過半数労働組合か労働者の過半数を
代表する者との書面協定が必要（労働基準監督署長への届出
は不要）である。
なお、退職手当については労働者の同意を要件に①銀行振出
小切手　②銀行支払保証小切手　③郵便為替により支払うこ
とができるほか、金融機関等への振込みができる。
下記の①〜③の要件をすべて満たした場合は、賃金について
金融機関への振込みにより支払うことができる。
①�　労働者の同意を得ること。
②�　労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振
り込まれること。

法第24条
則第７条の２、第８条
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事　　項 規 定 の あ ら ま し 関係条項（様式番号）

賃 金 の 支 払 い
③�　賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得ること。ま
た、労働者の同意を要件に証券会社に対する労働者本人の
預り金への払込みにより、賃金を支払うことができる。

労 働 時 間

規模
業種 301人以上 101〜300

人 31〜100人 10〜30人 1〜9人

製 造 業（１号） 40 40 40 40 40
鉱 業（２号） 40 40 40 40 40
建 設 業（３号） 40 40 40 40 40
運 輸 交 通 業（４号） 40 40 40 40 40
貨 物 取 扱 業（５号） 40 40 40 40 40
林 業（６号） 40 40 40 40 40
商 業（８号） 40 40 40 40 44
金 融 広 告 業（９号） 40 40 40 40 40
映画・ 演劇業（10号） 40 40 40 40 44
通 信 業（11号） 40 40 40 40 40
教 育 研 究 業（12号） 40 40 40 40 40
保 健 衛 生 業（13号） 40 40 40 40 44
接 客 娯 楽 業（14号） 40 40 40 40 44
清掃・ と畜業（15号） 40 40 40 40 40
そ の 他 40 40 40 40 40
■�１週40時間
■�（特例措置として１週44時間まで認められている事業場）
注）業種分類（１〜15号）は、労働基準法別表第１に掲げる分類による。規模は、企業全体の規模
という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいう。

年齢による例外 法第56条２項の許可を受けて
使用する修学児童

修学時間を通算して１週40時
間、１日７時間 法第60条

変形労働時間制

適用範囲 要　　　　件
１カ月
単位の
変形労働
時間制

（限定なし） ・期間が１カ月以内であること。
・�労使協定または就業規則その他こ
れに準ずるもので、変形期間を平
均して１週間の労働時間が週法定
労働時間以下となるように、変形
期間内の各日、各週の所定労働時
間を定めること。
・�労使協定の場合は、所轄労働基準
監督署長に届け出ること。

変形期間が１カ月の場合の法定労働時間
31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160.0時間

40時間※�× 変形期間の暦日数
７日

※１週間の法定労働時間
　特例措置事業場は44時間

法第32条の２
則第12条
　第12条の２、
　第12条の２の２、
　第12条の６
（様式第３号の２）

第１章　労働基準法
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事　　項 規 定 の あ ら ま し 関係条項（様式番号）

変形労働時間制

適用範囲 要　　　　件
フレック
スタイム
制

（限定なし）・�就業規則等で、始業及び終業の時刻
を労働者の決定にゆだねることを規
定すること。
・�必要な事項について労使協定で定め
ること。

・�清算期間の総労働時間が下記の条件を満たすこと。

　総労働時間≦ 清算期間の日数×１週間の法定労働時間７日
１年 単
位 の 変
形 労 働
時間制

季 節 等 に
よって業務
に繁閑の差
のある事業
場

・労使協定で
　①対象労働者の範囲を定めること。
　②対象期間を１年以内とすること。
　③�対象期間を平均して１週40時間を
超えない範囲で

　④�対象期間における労働日と各労働
日ごとの労働時間（対象期間を１
カ月以上の期間に区分するときは、
最初の期間における労働日と労働
日ごとの労働時間、残りの各期間
における総労働日数と総労働時間）
を特定すること。

　⑤�対象期間を通じて１日10時間、１
週52時間以内とし、連続労働日数
の限度は６日とすること。

　⑥�対象期間が３カ月を超える場合は、
対象期間内の総所定労働日数を原
則として１年当たり280日以内とす
ること。

　⑦有効期間を定めること。
　⑧�様式第４号により所轄労働基準監
督署長に届け出ること。

１週 間
単 位 の
非 定 型
的 変 形
労 働 時
間制

小売業、旅
館、料理店
及び飲食店
の事業で常
時30人未満
の労働者を
使用するも
の

・労使協定で
　①�１週間の労働時間が40時間（１日
の上限10時間）以内となるよう定
めること。

　②�40時間を超えて労働させた場合に
は割増賃金を支払う旨定めること。

　③�様式第５号により所轄労働基準監
督署長に届け出ること。

法第32条の３
則第12条の２、
　第12条の３

法第32条の４、
　第32条の４の２

則第12条の４、
　第12条の６
則附則第65条、
　　　第66条
（様式第４号）

法第32条の５

則第12条の５、
　第12条の６
（様式第５号）

休 憩

労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも45分、８
時間を超える場合には１時間以上の休憩時間を労働時間の途
中に、原則として一斉に与えなければならない。なお、労使
協定を要件に一斉付与義務は適用除外とされる（例外−運送、
販売、理容、金融、保険、映画、電信電話、病院、旅館、飲
食店、娯楽場、官公署）。また、休憩時間は自由に利用させな
ければならない。

法第34条
則第15条
法第40条
則第31条

休 日
毎週１回の休日か４週間を通じ４日以上の休日を与えなけれ
ばならない。休日とは、原則として午前０時より午後12時まで
の暦日をいう。

法第35条
則第12条、
　第12条の２
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事　　項 規 定 の あ ら ま し 関係条項（様式番号）

時 間 外 及 び
休 日 労 働

時間外労働及び休日労働をさせる場合には、過半数労働組合
か労働者の過半数を代表する者と書面協定をし、労働基準監
督署長に届け出なければならない。
なお、延長時間については、次の限度時間の範囲内で協定す
るようにしなければならない。（平成31年４月から義務）

一定期間についての延長時間の限度
期　　間 限　度　時　間
１ 週 間 15時間 （�14時間）
２ 週 間 27時間 （�25時間）
４ 週 間 43時間 （�40時間）
１ カ 月 45時間 （�42時間）
２ カ 月 81時間 （�75時間）
３ カ 月 120時間 （110時間）
１ 年 間 360時間 （320時間）

カッコ内は、対象期間が３カ月を超える１年単位の変形労働時間制にお
ける延長時間の限度である。

⑴　年少者
　�　満18歳未満の年少者の時間外労働及び休日労働は、非常
災害の場合を除き禁止されている。
⑵　女　性
　�　満18歳以上の女性に対する時間外労働及び休日労働の規
制は解消されており、男性と同じ扱いになっている。なお、
育児・介護を行う男女労働者が申し出た場合は、時間外労
働の上限時間が１カ月24時間、１年150時間以内とされてい
る（育児・介護休業法第17条、第18条）。

法第36条
則第16条〜第18条
（様式第９号
　〜第９号の４）
法第60条

割 増 賃 金

時間外、深夜（午後10時〜午前５時）の労働には２割５分以
上、休日（法第35条の休日をいう。）の労働には３割５分以上
の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。また、延
長時間の限度を超える労働には２割５分を超える割増賃金を
支払う努力義務があり、さらに中小企業※を除き月間60時間を
超える時間外労働には５割以上の率で計算した割増賃金を支
払わなければならない。なお、この場合一定の要件の下に、５
割以上の割増賃金に代えて有給の代替休暇の付与も認められ
ている。割増賃金を計算する場合、月によって定められた賃
金については、その金額を月における所定労働時間数（月に
よって所定労働時間が異なる場合は、１年間における１カ月
平均所定労働時間数）で除した金額を１時間当たり賃金とし、
これを基礎に計算することになる。
（※猶予される中小企業は別表５参照）

（例）１日８時間で原則週５日勤務
割増賃金の算定基礎となる賃金（注）
（365日−所定休日）×８時間÷12カ月

（注�）家族手当、通勤手当、賞与等は割増賃金の算定基
礎となる賃金に算入する必要はない。

法第37条
割増賃金率政令
則第19条〜第21条

第１章　労働基準法
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2018年（平成30年）
10 月

 日 月 火 水 木 金 土
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

11 月
 日 月 火 水 木 金 土
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

12 月
 日 月 火 水 木 金 土
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

2019年（平成31年）

社労士業務カレンダー
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23

2018年（平成30年）

11月 November  霜月／12月 December  師走

 25 26 27 28 29 30 　1  12／日	 月	 火	 水	 木	 金	 土

年末調整の実施　　特定最低賃金の改定　　賞与の支給　　健康保険・厚生年金の賞与支払届
退職者の資格喪失手続き　　年賀状の発送　　年末の挨拶回り　　社内外の大掃除　　忘年会の実施
年末年始行事の準備・実施　　次年度新卒採用業務

12月の社会保険労務ダイアリー

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 
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Memo

 2 3 4 5 6 7 8  日	 月	 火	 水	 木	 金	 土
大雪

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

11 月 1 月
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 大安 赤口 
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Memo

2018年（平成30年）

12月 December  師走

 9 10 11 12 13 14 15  日	 月	 火	 水	 木	 金	 土
年賀郵便取扱い開始

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 
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Memo

 16 17 18 19 20 21 22  日	 月	 火	 水	 木	 金	 土
冬至

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

11 月 1 月
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 
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